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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所要の水量を計量する手持ち用の簡易計量容器であって、
　上端が開口した有底の容器本体と、
　前記容器本体の底部に設けた脚部と、
　前記容器本体の中心軸線上に、その排水口が位置し、前記排水口から容器本体外に排水
させる排水管を備え、
　前記排水管の前記排水口とは反対側の端部が、前記脚部の接地面よりも前記排水口側に
位置すると共に、
　前記排水管の排水口の高さ位置を設定することにより、所要の水量を前記容器本体内に
貯留させる
　ことを特徴とする手持ち用の簡易計量容器。
【請求項２】
　前記排水管は、前記容器本体の底面中心部から前記容器本体の中心軸線の上方に向けて
立設した
　請求項１記載の手持ち用の簡易計量容器。
【請求項３】
　前記排水管は、前記容器本体に固定される下部排水管と、前記下部排水管に適宜手段に
より取り付けられる上部排水管を備え、前記上部排水管は所要の水量に応じて交換可能と
した
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　請求項１または２記載の手持ち用の簡易計量容器。
【請求項４】
　前記容器本体の外周面に水量目盛を設け、
　前記排水管の排水口の高さ位置を前記水量目盛に合せて調整自在とした
　請求項１～３の何れか１項に記載の手持ち用の簡易計量容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は手持ち用の簡易計量容器に関する。詳しくは、例えば、土木・建築用のセメ
ントモルタルを現場において混練する際に配合する水量を容易、且つ正確に計量すること
ができる計量容器に係るものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、マンホール蓋の取替え工事では、マンホール蓋周辺の補装を路面カッターによ
って切断し、マンホール蓋を撤去した後、新規のマンホール蓋を設置し、マンホール蓋の
外周と路面と間にできた隙間に路盤材として土木・建築用のセメントモルタルを充填する
ことが一般に行われている。
【０００３】
　この土木・建築用のセメントモルタルは、その性質・品質を発現するために、セメント
、砂、水を規定の比率で配合し、攪拌・混練した上で、使用する必要がある。また、セメ
ントと特殊な骨材とが予め配合されたプレミックスモルタルに水を規定の比率で配合し攪
拌して使用するものもある。
【０００４】
　そこで配合する水を計量するための計量容器としては、例えば、図８に示すような簡易
水量計が多く用いられている。この簡易水量計１０１は、有底の円筒形状の容器本体１０
２の側面に取っ手１０３が設けられると共に、容器本体１０２の側面には水量目盛１０４
が付されている。
【０００５】
　しかしながら、この簡易水量計１０１による水の計量を、工事現場において行う場合に
は、作業者が取っ手１０３を持ち、水を入れた容器本体１０２を目線の位置まで持ち上げ
た状態で計量を行ったり、また凹凸面や傾斜地面に容器本体１０２を置いて水の計量を行
ったりすることが多く、容器本体１０２を水平状に保つことが困難であるため、正確な計
量を行い難いという問題があった。
　また、マンホール蓋の取替え工事は、交通量の少ない夜間に行われることが多く、充分
な照明が得られないため、水量目盛１０４に水位を合せるのが難しく、正確な計量を行い
難いと言う問題もあった。
【０００６】
　また、正確な水量を計量するための計量容器に関する発明としては、例えば、図９に示
すような簡易水量計がある。この簡易水量計は、給水部１０５と送水部１０６を備えた水
槽１０７の内部に、上下移動可能に排水管１０８を配設し、この排水管１０８の上部に排
水口１０９を設け、この排水口１０９から排水管１０８内を通過して水槽１０７内の水を
外部に排出させるような構成とすることにより、排水管１０８を上下に移動させ、排水口
１０９の高さ位置を水量目盛に合せることによって一定量の水を水槽１０７内に貯留させ
ることができるというものである（特許文献１参照。）。
【０００７】
【特許文献１】特許第３２１２２８１号の特許公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に記載の簡易水量計は、基台の上に水槽１０７を設置し、水
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は外部のタンクから給水部１０５を通じて供給するものであるため、水量計自体が大掛か
りなものとなり、かつ作業現場において持ち運びがし難く、また、作業現場が傾斜面であ
る場合には、水準器１１０を確認して水槽１０７が水平になるように調整する必要がある
ため、マンホール蓋の取り替え作業のように、狭い現場で短時間に、例えば１回の計量の
みを必要とする作業においては、非常に手間がかかるとともに、利便性が悪いという問題
があった。
【０００９】
　本発明は、以上の点に鑑みて創案されたものであって、作業現場において簡便且つ正確
に計量可能な手持ち用の簡易計量容器を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目的を達成するために、本発明に係る手持ち用の簡易計量容器は、所要の水量を
計量する手持ち用の簡易計量容器であって、上端が開口した有底の容器本体と、前記容器
本体の底部に設けた脚部と、前記容器本体の中心軸線上に、その排水口が位置し、前記排
水口から容器本体外に排水させる排水管を備え、前記排水管の前記排水口とは反対側の端
部が、前記脚部の接地面よりも前記排水口側に位置すると共に、前記排水管の排水口の高
さ位置を設定することにより、所要の水量を前記容器本体内に貯留させる構成とする。
【００１１】
　以上の構成において、セメントモルタルの種類や量に応じてあらかじめ決められた水量
となるように高さ位置を設定した排水管の排水口は、容器本体の中心軸線上、すなわち容
器本体内に貯留される水面の中心に位置することから、容器本体をどのような状態に傾け
ても排水口は常に水面の中心に位置し、容器本体内における排水管の排水口の高さ位置ま
での水を容易、且つ正確に貯留させることが可能となる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る手持ち用の簡易計量容器によれば、作業者は排水口の高さ位置を所要の高
さ位置に設定し、計量容器内に水を貯めることにより、余分な水は排水口から排出され、
所要の水量が計量容器内に貯留するため、簡便且つ正確に所要の水量を計量することがで
きる。
【００１３】
　また、排水管は、容器本体の底面中心部から容器本体の中心軸線の上方に向けて立設し
ているために、現場が傾斜面である場合においても、傾斜面に容器本体を置いたまま、水
を貯めるだけで余分な水は容器本体の底面より排水され、所要の水量を計量することがで
きる。さらに、夜間の工事において、容器本体の目盛が見えない場合においても、容器本
体に水を貯めるだけで、所要の水量を計量することができる。
【００１４】
　また、所要の水量に応じて排水口の高さ位置を調整できるように、排水管を下部排水管
と上部排水管とから構成し、上部排水管を所要の水量に応じて交換可能とすることにより
、セメントモルタルの種類や量による所要の水量に応じて上部排水管を取替え、所要の水
量を計量することができる。
【００１５】
　また、容器本体の外周面に水量目盛を設けたことにより、排水口の高さ位置を水量目盛
に合せて設定でき、任意の水量を自在に計量することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　また、本発明に係る手持ち用の簡易計量容器においては、排水管は、前記容器本体の底
面中心部から前記容器本体の中心軸線の上方に向けて設けた構成とされる。
【００１７】
　以上の構成においては、排水管の排水口が容器本体の中心軸線上に位置することになり
、所要の水量を容器本体に貯留するとともに、余分な水は排水口より排水管を通して容器
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本体の底面から排出される。
【００１８】
　また、本発明に係る手持ち用の簡易計量容器おいては、前記排水管は、前記容器本体に
固定される下部排水管と、前記下部排水管に適宜手段により取り付けられる上部排水管と
からなり、前記上部排水管は所要の水量に応じて交換可能な構成とされる。
【００１９】
　以上の構成においては、前記下部排水管に対して、ネジ式、あるいはプッシュ・プル式
などの適宜手段により上部排水管を交換可能とすることにより、セメントモルタルの種類
や量による所要の水量に応じて、上部排水管を取替え、計量水量を容易に変更することが
可能となる。
【００２０】
　また、本発明に係る手持ち用の簡易計量容器おいては、前記容器本体の外周面に水量目
盛を設け、
　前記排水管の排水口の高さ位置を前記水量目盛に合せて調整自在とした構成とされる。
【００２１】
　以上の構成においては、下部排水管に対して上下動自在なスライド方式などの適宜手段
により排水管の排水口の高さ位置を自在に調整できる機構とすることにより、容器本体の
外周面に設けた水量目盛に排水口の高さ位置を合せることで、容器本体に貯留する水量を
自在に調整することが可能となる。
【実施例】
【００２２】
　以下、本発明の実施例を図面を参酌しながら説明し、本発明の理解に供する。
図１は、本発明を適用した手持ち用の簡易計量容器の一例を示す断面側面図、図２は、図
１における平面説明図である。
【００２３】
　図１において透明状のプラスチック素材により形成される手持ち用の簡易計量容器１は
、有底円筒形状の容器本体２と、この容器本体２の外周面に突設される取っ手部３と、容
器本体２の底面４の中心部から軸線の上方に向けて立設した排水管５とから構成されてい
る。
【００２４】
　容器本体２は、その底面４に脚部６が９０°の間隔を置いて４箇所（図２参照）に設け
られ、底面４と脚部６の接地面との間に空隙が形成されている。これにより、容器本体２
から外部への排水が支障なく行えるようになっている。また、容器本体２の底面４の中心
部に排水穴７が貫設される。この排水穴７には、容器本体２と排水管５とを連結する連結
管９が挿入される。この連結管９は、その略上半分に外径が排水穴7の内径とほぼ同一の
雄ネジ部１１が形成され、下端には鍔状の係留部１２が周設される。
【００２５】
　このような連結管９が容器本体２の底面から排水穴７内に挿通され、連結管９の下端の
係留部１２が排水穴7の周縁部に係留し、雄ネジ部１１が容器本体２の底面４の中心部よ
り突出した状態となり、この雄ネジ部１１に排水管５の下端に形成した雌ネジ部１０を螺
合させ、排水管５と容器本体２とが連結固定される。なお、排水管５の下端面と容器本体
２との間には、環状のゴムパッキン１３を介在させており、排水管５の下端面を容器本体
２に圧接することにより排水穴７からの水漏れを防止できる構成とされている。
【００２６】
　また、本実施例においては、排水管５は、連結管９を介して容器本体２に連結固定され
る下部排水管５Ａと、下部排水管５Ａに対して適宜手段により取り替え自在とされる上部
排水管５Ｂとから構成されている。この上部排水管５Ｂは、その下端に形成した雄ネジ部
１１Ａが、ゴムパッキン１３を介して、下部排水管５Ａの上端に形成した雌ネジ１０Ａに
螺合連結できる構成とされている。
　なお、市販されているセメントモルタルは、その種類によって配合する水量が異なるた
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め、これに適応できるように、工事現場においては、長さの異なる上部排水管５Ｂを予め
準備しておく。
【００２７】
　ここで、上部排水管５Ｂの排水口１４は図２に示すように、容器本体２の軸線上に位置
することとなる。すなわち、図３（イ）、（ロ）にそれぞれ示すように、容器本体２をど
のような角度に傾けた場合でも、上部排水管５Ｂの排水口１４は、容器本体２内に貯留す
る水の水面の中心部に位置するため、容器本体２を水平面に置いた場合と同じ量の水が余
分な水として排水口１４から排水され、一方、所要の水量が容器本体２内に溜まることと
なり、簡便且つ正確に、所要の水量を計量することができる。
【００２８】
　次に、本発明を適用した他の実施例について説明する。下部排水管５Ａと上部排水管５
Ｂとの連結構造としては、図４に示すように、下部排水管５Ａの上端にゴムパッキン１３
を装着した凹状ソケット部１５を形成し、上部排水管５Ｂの下端に凸状ソケット部１６を
形成し、下部排水管５Ａの凹状ソケット部１５内に上部排水管５Ｂの凸状ソケット部１６
を嵌入することにより、下部排水管５Ａと上部排水管５Ｂとをプッシュ・プル式で着脱自
在な連結機構とすることもできる。
【００２９】
　また、図５に示すように、下部排水管５Ａに対して上部排水管５Ｂを上下動自在な状態
で外挿するとともに、上部排水管５Ｂの下端に左右方向へ回すことにより下部排水管５Ａ
の外周面への締め付け固定、あるいは緩めることができ、上部排水管５Ｂの高さ位置を自
在に調整することができるリング状の係着部１７を設けた機構とすることもできる。この
構成によれば、容器本体２の外周面に水量目盛１８を設け、上部排水管５Ｂの排水口１４
の高さ位置を、水量目盛１８に合わせて調整することで任意に計量する水量を設定するこ
とができる。
【００３０】
　次に、図６は本発明を適用した手持ち用の簡易計量容器の排水管の他の実施例を示す断
面側面図である。上部排水管５Ｂは、排水口１４が容器本体２内の軸線上に位置し、そこ
から垂直下方に延出させ、その下端に形成した雄ネジ部１１Ａが、ゴムパッキン１３を介
して、下部排水管５Ａの上端に形成した雌ネジ部１０Ａに螺合連結され、下部排水管５Ａ
は、途中で略直角状に折り曲げられて、容器本体２の外周面に連結固定されている。なお
、この下部排水管５Ａは、連結管９が容器本体２の外周面に形成した排水穴７内に挿通さ
れ、連結管９の雄ネジ部１１に下部排水管５Ａの一端に形成した雌ネジ部１０が螺合によ
り連結固定されている。この場合に下部排水管５Ａの端面に環状のゴムパッキン１３を介
在させ、容器本体２の外周壁内面に圧接することにより、排水穴７からの水漏れを防止で
きる構成とされている。
【００３１】
　この場合には、排水穴７が容器本体２の外周面に開口されることとなるために、図１で
示すような脚部６が不要となり、部品点数の少ない手持ち用の簡易計量容器の製作が可能
とされる。
【００３２】
　以上、実施例に基づいて本発明に係る手持ち用の簡易計量容器について説明したが、本
発明に係る手持ち用の簡易計量容器では、図７（イ）で示すように、例えば工事現場が傾
斜地の場合、容器本体２は傾いた状態で給水が行われる。そこで排水口１４を超えて供給
される水は排水口１４より排水管５内を通して容器本体２の底面４に開口される排水穴７
より容器本体２の外部へ排水されて排水口１４まで水位が下がることになる。
【００３３】
　ここで、どのような傾斜角度であっても容器本体２内の水面Ａの中心部における底面４
の中心部からの高さは常に一定であり、この中心部位置に排水管５の排水口１４が位置す
ることから、図７（ロ）で示すように傾斜した状態から水平状とした場合には排水口１４
の高さ位置における水量が貯留されることとなる。
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【００３４】
　したがって、例えば市販されているセメントモルタルの種類や量に応じた水量が計量で
きるように、数種類の高さの異なる上部排水管５Ｂを予め準備しておくことにより、容易
に任意の水量を計量することができる。
【００３５】
　また、高さ調整が自在にできる上部排水管５Ｂにあっては、容器本体２に設けた水量目
盛１８に排水口１４の高さ位置を合せることにより、自在に水量を計量することが可能と
なる。
【００３６】
　なお、本発明は本実施例の構成に限定されるものではない。例えば、本実施例で前述し
た容器本体は円筒形状であるが、必ずしも円筒形状に限定されるものではなく、排水口が
容器本体の軸線上に位置し、軸線に対して左右対称の形状であればいかなる形状であって
も構わない。
【００３７】
　なお、本実施例で前述した下部排水管５Ａは、ネジ式の連結管９を介して容器本体２に
連結固定するものであるが、必ずしもこれに限定されるものではなく、例えばプラスチッ
クなどにより手持ち用の簡易計量容器を形成する際に、固定一体成形した機構であっても
構わない。
【００３８】
　また、本実施例ではマンホール蓋の取替え作業において使用するセメントモルタルへ配
合する水量の計量について説明したが、用途は、必ずしもこれに限定されるものではなく
、他の材料における配合水量の計量や、水以外の他の液体の計量等にも活用できるもので
ある。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明を適用した手持ち用の簡易計量容器の一例を示す断面側面図である。
【図２】図１における平面説明図である。
【図３】本発明を適用した手持ち用の簡易計量容器の作用状態を示す説明図である。
【図４】図１における下部排水管と上部排水管との連結構造の他の実施例を示す説明図で
ある。
【図５】本発明を適用した手持ち用の簡易計量容器の排水管の高さ調整機構の他の実施例
を示す説明図である。
【図６】本発明を適用した手持ち用の簡易計量容器の排水管の設置形態の他の実施例を示
す断面説明図である。
【図７】本発明を適用した手持ち用の簡易計量容器の使用状態の一例を示す説明図である
。
【図８】従来の簡易計量容器の一例を示す説明図である。
【図９】従来の簡易計量容器の他の例を示す説明図である。
【符号の説明】
【００４０】
　１　　　手持ち用の簡易計量容器
　２　　　容器本体
　３　　　取っ手部
　４　　　底面
　５　　　排水管
　５Ａ　　下部排水管
　５Ｂ　　上部排水管
　６　　　脚部
　７　　　排水穴
　８　　　ネジ
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　９　　　連結管
　１０、１０Ａ　　雌ネジ部
　１１、１１Ａ　　雄ネジ部
　１２　　係留部
　１３　　ゴムパッキン
　１４　　排水口
　１５　　凹状ソケット部
　１６　　凸状ソケット部
　１７　　係着部
　１８　　水量目盛

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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